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令和２年竹田市農業委員会２回総会議事録 
 

１．日  時 令和２年２月６日(木)  午後１時３０分～午後３時２５分 

  

２．場  所 竹田市役所３階会議室５ 

 

３．出席委員 1３名 

1 番 丹 統司、2番 小伏間敬雄、3番 佐藤 博一 、4番 本郷 敦子、5番 麻生 敏明 

6 番 渡部美保子 、7番 馬場 一己、8番 和田 京子、9番 長野 幸生、10 番 志賀 一幸 

11番 工藤 一美、12番 原  眞治、13番 森  哲秀 

 

４．欠席委員 ０名    

   

５．農業委員会事務局職員 

  事務局長：坂本大蔵、次長兼管理係長：甲斐正寿、農地係長：工藤裕崇、管理係：津曲美香 

 

６．議事 

議案第 ９号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分・・・・・・・・・・・８件 

議案第１０号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・６件 

議案第１１号 農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３件 

議案第１２号 農用地利用集積計画の承認について 大分県農業農村振興公社へ所有権移転・・・１件 

議案第１３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・８件 

議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・２件 

議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・７件 

議案第１６号 非農地証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件 

 

会長  あいさつ 

 

局長  ただいまの出席委員数は、１３人で定足数に達しています。 

 

議長 

  只今から、令和２年竹田市農業委員会第２回総会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表により、運営いたしますのでご了承願います。 

 それでは、審議にはいります前に、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、３番 佐藤博一委員、４番 本郷敦子委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

  報告事項について、事務局より報告をお願いします。 
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事務局 

 報告第３号について報告を申し上げます。 

農地法第１８条第６項の規定による農地の合意解約の通知が、１０件ありましたので報告します。 

１番の案件は、議案第１３号の農地法第３条の所有権移転に関連し、合意解約するものです。 

３番の案件は、議案第１５号の農地法第５条の転用申請に関連し、合意解約するものです。 

４番の案件は、議案第１１号の農用地利用集積計画に関連し、合意解約するものです。 

５番及び６番の案件は、議案第１２号の大分県農業農村振興公社への所有権移転による農用地利用集積計画 

に関連し、合意解約するものです。 

８番の案件は、議案第９号の農地中間管理事業による農用地利用集積計画及び議案第１０号の農用地配分計

画案に関連し、合意解約するものです。 

１０番の案件は、議案第１４号の農地法第４条の転用申請に関連し、合意解約するものです。 

続きまして、報告第４号について報告を申し上げます。 

農地法第３条の３第１項の規定により、相続による所有権を取得したとの届出が、４件ありましたので報告

します。 

 

議長 

  報告事項について、質問等ありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようです。これで報告事項は終了いたします。 

 

議長 

  次に議案の上程を行います。 

議案第 ９号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分・・・・・・・・・・・８件 

議案第１０号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・６件 

議案第１１号 農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３件 

議案第１２号 農用地利用集積計画の承認について 大分県農業農村振興公社へ所有権移転・・・１件 

議案第１３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・８件 

議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・２件 

議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・７件 

議案第１６号 非農地証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件 

 

以上、７１件を、本日の議案として提案いたします。 

 

議長 

  議案第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。 
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 議案の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 ６番の案件は、５年間の賃貸借による権利の設定を、その他の１番から５番及び７番から８番の案件は農

地中間管理事業により、土地所有者から大分県農業農村振興公社へ１０年間の賃借権の設定を行うものであ

ります。 

 

議長 

  只今、議案第９号について、事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第９号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第９号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認についてはこれを承認することに

決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第１０号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について を議題といたしま

す。 

 議案の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１０号につきまして、ご説明いたします。先の議案第９号におきまして土地所有者から大分県農業

農村振興公社への権利設定の承認をいただきましたが、議案第１０号の農用地利用配分計画案は、農地中間

管理事業による賃貸借による権利の設定を、大分県農業農村振興公社から借受人へ行うものであります。 

 １番の借受人は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。 

 選定理由としましては、「人・農地プランの中心的経営体として位置づけられ地域で調整の結果」となって

います。 

 ２番の借受人は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 選定理由としましては、「人・農地プランの中心的経営体としてマッチングした結果」となっています。 

 ３番の借受人は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 選定理由としましては、「農業経営基盤強化促進法の利用権設定から中間管理事業法の使用貸借へ移行した

結果」となっています。 
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４番の借受人は、〇〇〇〇です。認定農業者ではありませんが新規参入者です。 

〇〇〇〇は、〇〇〇〇氏が令和元年１０月１１日に設立しました。令和元年６月１日から肉用牛の飼養拠点

を福岡県宗像市から別府市へ移し、別府市では４０ヘクタールの原野や山林を利用し、種雄牛１頭、繁殖母

牛１５頭、育成子牛５頭、子牛１１頭を飼育しています。代表取締役は、〇〇〇〇氏です。市内久住町栢木

において隣地の〇〇〇〇を含め１６ヘクタールの農地や農用地を利用して放牧を行う計画です。選定理由と

しましては、「隣地農地で放牧を行うため」となっています。 

５番の借受人は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。 

 選定理由としましては、「地域内の担い手」となっています。 

 ６番の借受人は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。 

 選定理由としましては、「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングした結果」となっています。  

 

議長 

  只今、議案第１０号について、事務局による説明がありましたが、ご意見、質疑はございませんか。 

  

5番 麻生敏明委員 

議案第９号と関連ですが、中間管理事業について貸借期間は１０年と聞いていますが、議案第９号の６番

は貸借期間が５年になっています。５年でよいのですか。それから、今年度中間管理機構を通した場合、協

力金はどれくらいですか。 

 

事務局 

中間管理事業につきまして、１０年間で一括の設定をしていますが、５年間を２回に分けての契約も可能

とのことです。それで、今回５年の設定になったものです。協力金ですが、農地の受け手は、０円です。農

地の出し手は来年度までは反当１５，０００円となっています。 

 

5番 麻生敏明委員 

５年でも良いのですね。その変更は、いつされたのですか。 

 

事務局 

前から５年も可能とのことです。協力金をもらうためには５年間の契約を２回するようにして合計１０年

になれば対象になります。 

 

5番 麻生敏明委員 

あっせんする場合、１０年でなければいけないと聞いていたものですから。５年でも出来るということを

初めて聞きました。 

   

議長 

他にないですか。 
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（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第１０号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見については、これを承認すること

に決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第１１号 農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。議案の説明を、事務

局に求めます。 

 

事務局 

 １番から３番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の再設定です。１番及び３番

の案件は、賃貸借、２番の案件は、使用貸借です。 

４番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。労力２人、水稲栽培中心の農家で 

あり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

 ５番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。１年間の賃貸借、新規設定です。新規参入ですが、大分市では 

労力３名、経営面積は４０４９平方メートルでイチジクやキクイモなど果樹・野菜栽培中心の農家です。借

受農地の効率的な利用が見込めます。 

６番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。労力２名、水稲栽培中心の農家で 

あり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

７番及び８番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

９番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

１０番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年の賃貸借、再設定です。 

１１番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年の賃貸借、新規設定です。労力１名、水稲栽培中心の農家 

であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

 １２番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、新規設定です。労力１名、水稲・飼料稲栽培 

中心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

 １３番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。６年間の賃貸借、新規設定です。 

 １４番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

 １５番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力３名、水稲・野菜・果樹栽 

培中心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

 １６番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。 
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１７番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

１８番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。労力２名、水稲栽培中心の農

家であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

１９番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

２０番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２名、水稲栽培中心の農家

であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

２１番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。６年間の賃貸借、再設定です。 

２２番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。４年１１ヶ月間の賃貸借、再設定です。 

２３番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。 

２４番から２７番の４案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

２８番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２名、水稲・野菜栽培中心

の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

２９番及び３０番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

３１番の案件の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２名、水稲栽培中心の農家

であり、借受農地の効率的な利用が見込めます。 

３２番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

３３番の案件の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

全ての案件について現地調査した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件をすべて

満たしており、問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長 

  只今、議案第１１号について、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

  

9番 長野幸生委員 

１１番の借り手の方が大分市となっていますが、通勤農業をやっているのですか。 

 

議長 

その方は、〇〇〇〇病院の〇〇〇〇で、雉ヶ平の〇〇〇〇氏の長男です。５７歳なので辞めてからのこと

も考えていると思います。 

 

事務局 

  市の職員で〇〇〇〇氏の近所の人がいましたので確認をしました。〇〇〇〇氏は、毎週土・日に帰ってき

て農業をしておりまして、最近大きなトラクターも購入しているそうです。 

 

9番 長野幸生委員 

〇〇〇〇氏の息子ですか。雉ヶ平の人ですね。わかりました。 
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議長 

他にないですか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第１１号について、これを承認することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号の農用地利用集積計画の承認については承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第１２号の大分県農業農村振興公社への所有権移転にかかる農用地利用集積計画の承認につ

いて を議題といたします。議案の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１２号の１番の案件は、離農希望のあった譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人大分県農業農村振興公社へ

所有権移転するものです。 

     

議長 

  只今、議案第１２号について、事務局より説明がありましたが、ご意見、質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第１２号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号の大分県農業農村振興公社への所有権移転にかかる農用地利用集積計画の承認につい

ては承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 １番の説明を、事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第１３号の１番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字三宅字不

納戸〇〇〇〇番ほか 田６筆、畑６筆 合計面積５,１９０．７９平方メートルを親子間の贈与により所有

権移転するものです。譲受人の取得後の経営規模は、５,６４１．９１平方メートルで下限面積要件を充た

しています。 

 

議長 

  ８番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 和田京子委員 

  議案第１３号の１番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。農機具はトラクター１台、コン

バイン１台を所有しております。稲作・野菜栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に

常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は

生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えま

す。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１３号の２番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字植木字長

田〇〇〇〇番 ほか 田３筆 合計面積１,８９９平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得

後の経営規模は、２７,６４７．６８平方メートルで下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ８番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 和田京子委員 

  議案第１３号の２番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は３名です。農機具はトラクター１台、田植機１台、コンバイン２台を所有しております。 

稲作中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。 

また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許

可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の３番の説明を事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第１３号の３番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字平田字小

仲尾〇〇〇〇番ほか 畑４筆 合計面積９６１平方メートルを所有権移転するものです。この４筆は、いず

れも農業振興地域外の農地です。譲受人の取得後の経営規模は、３,３０３平方メートルとなり、農業振興

地域外の農地取得のための１０００平方メートルという下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ８番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 和田京子委員 

  議案第１３号の３番の調査報告をいたします。譲受人の労力は１名です。農機具はトラクター１台、田植

機１台、コンバイン１台を所有しております。稲作栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農

作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に

支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると

考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の４番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１３号の４番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字下坂田字

下平瀬〇〇〇〇番ほか 田８筆 合計面積４,８４９平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取

得後の経営面積は、１７,０６８．５６平方メートルとなり、下限面積要件を充たしてます。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  議案第１３号の４番の調査報告をいたします。 

 譲受人の労力は３名です。農機具はトラクター１台、田植機１台、コンバイン１台を所有しております。稲

作栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、

周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件

のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の５番の説明を事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第１３号の５番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字下坂田字

上久保〇〇〇〇番 畑 1筆 面積１８５平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得後の経営面

積は、２０,１４６平方メートルとなり、下限面積要件を充たしています。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  議案第１３号の５番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は３名です。農機具はトラクター１台、田植機１台、コンバイン１台を所有しています。稲作

・野菜栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。ま

た、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可

要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の６番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１３号の６番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市久住町大字白

丹字荻ノ迫〇〇〇〇番 田１筆 面積１,６６８平方メートルを親族間の贈与により所有権移転するもので

す。譲受人の取得後の経営面積は、２３,７０７平方メートルとなり、下限面積要件を充たしています。 

 

議長 

  １１番 工藤一美委員に調査報告をお願いします。 

 

１１番 工藤一美委員 

  議案第１３号の６番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具はトラクター２台、田植機１台、コンバイン１台を所有しております。 

稲作栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、

周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１３号の７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 
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 議案第１３号の７番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市久住町大字有

氏字高合利〇〇〇〇番ほか 田９筆、畑１筆 合計面積８,５６３平方メートルを親子間の贈与により所有

権移転するものです。譲受人の経営規模は、８,５６３平方メートルで下限面積要件を充たしています。 

 

議長  

５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生 敏明委員 

  議案第１３号の７番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具はトラクター１台、田植機１台、コンバイン１台を所有しております。稲

作栽培中心の農家であり、農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、

周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件

のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。  

 

議長 

  続いて、議案第１３号の８番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１３号の８番の案件は、譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市直入町大字長

湯字釜土〇〇〇〇番 畑１筆 面積６４平方メートルを親子間の贈与により所有権移転するものです。譲受

人の経営規模は、１９,７９６平方メートルで下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ７番 馬場一己委員に調査報告をお願いします。 

 

７番 馬場一己委員 

  議案第１３号の８番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具はトラクター１台を所有しております。稲作栽培中心の農家であり、農地

全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的か

つ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案

のとおり許可に相当すると考えます。  

 

議長 

  只今、議案第１３号について調査報告がありましたが、ご意見、ご質問はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 
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  ないようですので討論を終結いたします。 

 議案第１３号について、これを許可することにご異議ない方は、挙手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号はこれを許可することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め

ます。 

 

事務局 

 議案第１４号の１番の案件は、申請地 竹田市久住町大字栢木字南〇〇〇〇番 外３筆 合計面積９，２

０７平方メートルの田です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっ 

ていない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、植林用地です。申請地は、周囲を山に囲まれ

獣害がひどいうえ、山からの湧き水を使用していましたが水量が乏しいため農地として管理できず、スギを

植林しました。雨水は自然浸透する計画です。転用行為は、平成２３年３月３１日にすでに植林しており、

始末書が添付されております。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することに 

より当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生敏明委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、確実性については既に植林を終えて

いるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１４号の２番の案件は、申請地 竹田市直入町大字上田北字日向石〇〇〇〇番 面積１，８３３平

方メートルの畑です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等 農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、植林用地です。周囲を山に囲まれ獣害がひどいう

え、高齢となり農地の管理ができなくなったため、スギを植栽し山林として管理する計画です。転用行為は、

令和２年４月３０日までを予定しております。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地

を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられま
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す。 

 

議長 

  ５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生敏明委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  只今、議案第１４号について調査報告がありましたが、ご意見・ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第１４号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は挙手を

お願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号については、許可相当として意見を付して大分県知事に進達いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め

ます。 

 

事務局 

 議案第１５号の１番の案件は、申請地 竹田市大字竹田字魚住〇〇〇〇番 外５筆 合計面積１，３５９

平方メートルの田です。この申請地は農用地区域外の農地で、ほ場整備等 農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、資材置き場兼駐車場用地です。６４年が経過した

竹田発電所の老朽化対策工事のため申請地を資材置き場及び駐車場として２年間の一時転用を計画するも

のです。工事期間は、許可後から令和２年３月３１日までを予定しており、令和４年３月３１日までに農地

へ返す予定です。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請

に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ３番 佐藤博一委員に調査報告をお願いします。 
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３番 佐藤博一委員 

  報告いたします。現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できる

ことが確実と認められるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。図面では、６筆になっていますが

現状は２筆です。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１５号の２番の案件は、申請地 竹田市大字中字折立〇〇〇〇番 面積１，１８６平方メートルの

田です。この申請地は、農振法の規定による農用地区域内農地です。転用目的は、畜舎用地です。申請者は、

畜産経営の法人です。牛の頭数が増えて、既存の畜舎だけでは足りなくなったため、新たに畜舎の建設を計

画したものです。排水については、水路を通して川へ流す計画で、水路組合の承諾も得ています。工事期間

は、許可後から令和２年７月３１日までを予定しています。転用許可基準は、「農振法第８条第４項に規定

する農用地利用計画において指定された用途に供するために行われるものであること」に該当すると考えら

れます。なお、隣地の農家の承諾が得られず、承諾書がもらえなかったため、経過報告書及び誓約書を提出

していただいています。 

 

議長 

 １時間経ちましたので、ここで休憩いたします。                  (午後２時３７分) 

 

議長 

  それでは、再開いたします。                          (午後２時５９分)             

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  報告いたします。現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できる

ことが確実と認められるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の３番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１５号の３番の案件は、申請地 竹田市大字菅生字天神原〇〇〇〇番 面積３，１７４平方メート

ルの畑です。この申請地は、農振法の規定による農用地区域内農地です。転用目的は、野菜集出荷施設用地
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です。現在の営農関連施設と隣接する土地を借りて、出荷量増加を目指し新たに施設の建設を計画したもの

です。排水については、水路を通して川へ流す計画で、水路組合の承諾も得ています。工事期間は、許可後

から令和３年３月３１日までを予定しています。転用許可基準は、「農振法第８条第４項に規定する農用地

利用計画において指定された用途に供するために行われるものであること」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ４番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 本郷敦子委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の４番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１５号の４番の案件は、申請地 竹田市大字炭竈字炭竈津留〇〇〇〇番 面積１，４６２㎡のうち

１，０６１平方メートルの田です。この申請地は、農振法の規定による農用地区域内農地です。転用目的は、

駐車場用地です。転用者は、玉来ダム建設の施工業者で、近くに従業員の宿舎及び事務所を建設し、平成２

９年１２月に駐車場の一時転用を行いましたが、台数が多くなり駐車場不足が生じたため、新たに申請地へ

２年間の一時転用を計画したものです。排水については、水路を通して川へ流す計画で、水路組合の承諾も

得ています。工事期間は、許可後から令和２年３月３１日までを予定しており、令和４年３月３１日までに

農地へ返す予定です。転用許可基準は、「申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供す

るために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められ

るものであること」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の５番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 
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 議案第１５号の５番の案件は、申請地 竹田市荻町馬場字岩戸〇〇〇〇番 面積１，９７１平方メートル

の現況地目が畑の農地です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、資材置き場用地です。転用者は、建設業を営

んでおり、資材置き場を計画したものです。工事期間は、許可後から令和３年３月３１日までを予定してお

ります。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事

業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ４番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 本郷敦子委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の６番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１５号の６番の案件は、申請地 竹田市久住町大字久住字神馬向〇〇〇〇番 面積４８１平方メ 

ートルの田です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等 農業公共投資の対象となっていない 

小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、一般住宅用地です。転用者は、現在、親と同居してお 

り、今回新たに住宅の建設を計画したものです。排水は、市道側溝へ流す計画で市の建設課と協議済みです。 

 工事期間は、許可後から令和２年６月２０日までを予定しております。転用許可基準は、「申請に係る農地 

に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に 

該当すると考えられます。 

 

議長 

  ５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生敏明委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第１５号の７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 
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 議案第１５号の７番の案件は、申請地 竹田市直入町大字上田北字田平〇〇〇〇番 面積７３３平方メー

トルの田です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、太陽光発電施設用地です。申請地は、近隣の農地から１０

メートル以上高いため、農道が急こう配で機械の移動に危険を伴い、また、水利にも苦労するため農地とし

ての管理が難しくなり太陽光発電施設の設置を計画したものです。排水は、川へ流す計画で土木事務所と協

議済みです。工事期間は、許可後から令和２年９月３０日までを予定しております。転用許可基準は、「申

請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することがで

きない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生敏明委員   

現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  只今、議案第１５号について調査報告がありましたが、ご意見・ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第１５号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は挙手を

お願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号については、許可相当として意見を付して大分県知事に進達いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第１６号 非農地証明について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない旨の証明

願が提出されましたので、証明書を発行してよいか意見を求めます。 

 １番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

 議案第１６号の１番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字挾田字羽恵〇〇〇〇

番 外２筆 登記地目 田１筆・畑２筆 合計面積１，１４８．９１平方メートルの土地です。土地の形状
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が悪く、耕作に不向きなため、昭和３０年頃にスギ及びクヌギを植林しました。現況は山林となっています。

始末書が添付されています。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員  

 １番の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地への復

旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１６号の２番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字植木字柚ノ木〇〇〇

〇番 登記地目 田１筆 面積１０２平方メートルの土地です。地形的に悪く、平成元年頃から農地として

管理ができなくなりました。現況は原野となっています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  ２番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は原野となっております。現状からみて、農地

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、３番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１６号の３番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字穴井迫字クワツル〇

〇〇〇番 登記地目 田２筆・畑１筆 合計面積３６９平方メートルは、立地条件が悪いため昭和６０年頃

から農地の管理ができなくなりました。現況は山林となっています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ３番 佐藤博一委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 佐藤博一委員 
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  ３番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１６号の４番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字米納字長迫〇〇〇〇

番 登記地目 田１筆 面積３１平方メートルの土地です。水路の確保ができなくなり昭和４５年頃から農

地の管理ができなくなりました。現況は雑種地となっています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  ４番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は雑種地となっております。現状からみて、農

地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、５番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第１６号の５番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字下坂田字上平瀬〇〇

〇〇番 登記地目 畑１筆 面積７０４平方メートルの土地です。平成１０年に県外へ転出したため農地の

管理ができなくなりました。現況は山林となっています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ６番 渡部美保子委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 渡部美保子委員 

  ５番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。よって、非農地証

明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、６番の案件について説明を事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第１６号の６番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市直入町大字長湯字村〇〇

〇〇番 登記地目 畑１筆 面積２７０平方メートルの土地です。急傾斜になっている土地で農地に不向き

なため平成５年頃から農地として管理できなくなりました。現況は原野となっています。始末書が添付され

ています。 

 

議長 

  ５番 麻生敏明委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 麻生敏明委員 

  ６番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は原野となっております。現状からみて、農地

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  只今、議案第１６号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第１６号について、非農地証明書を発行することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号 非農地証明については、これ

を承認することに決定します。 

 

議長 

  これで、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして、令和２年竹田市農業委員会 第２回総会を閉会いたします。ご協力誠にありがとうござ

いました。                                   

【閉会：午後３時２５分】 
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